
国土交通省技術事務所における�

すず�� ゆう�

てつ�

しげ�

じ�

（前）国土交通省東北地方整備局東北技術事務所　防災管理係長�鈴木　雄次�
き�

にっ� お�

（前）国土交通省東北地方整備局東北技術事務所　防災技術課長�

（前）国土交通省東北地方整備局東北技術事務所　所長�

新田　哲雄�
た�

なる� み�

鳴海　繁実�
み�

東北地方の道路管理者連携による�
道路情報共有システムの開発�
―道路管理のさらなる高度化・効率化を目指して―�

１． はじめに

近年におけるモータリゼーションの進展に伴

い，道路はより重要な社会基盤と位置付けられて

いる。このような状況の中，災害発生時等の道路

通行障害情報を迅速かつ正確に把握し，安全で円

滑な道路交通を確保することは，道路管理者の課

せられた重要な役割である。

国土交通省東北地方整備局では，デジタル道路

地図を基盤とした迅速な地図表示および簡易な登

録や閲覧操作で道路通行障害情報を共有する「道

路情報共有システム」の開発・導入により，道路

管理のさらなる高度化・効率化を推進している。

２． 道路管理の現状と課題

近年は，豪雨・地震・豪雪等の災害発生に伴

い，短時間の内に道路通行障害が発生するなど道

路を取り巻く自然環境はきわめて厳しいものであ

る。また，災害時等においては，同一地域内に複

数管理者が道路の種類別に管理を行っているた

め，迅速な情報交換を相互に行う必要がある。

しかしながら，管理者相互に道路通行障害情報
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を交換する場合，電話やファックスが主な手段で

あり，一覧表形式の地先住所による報告では，正

確な位置特定や内容の更新作業等に多大な時間と

労力が必要である。また，複数の報告様式を作成

する必要もあり，情報の標準化・一元化は緊急の

課題である。

３． 道路情報共有システムの開発

国土交通省東北技術事務所では，東北地方にお

ける国土交通省・自治体・日本道路公団が個々に

有する道路通行障害情報を一元的に集約・管理す

る「道路情報共有システム」を開発し，道路管理

者間の通行障害情報の共有化を容易に運用できる

ものとした。

� 道路通行障害情報の一元化

従来は，道路通行障害が生じた場合，一覧表形

式の報告様式を作成してファックス等で連絡して

いたが，地先住所から地図上の位置を特定する作

業が困難とされていた。また，災害時に道路通行

障害情報が短時間の内に発生した場合，個々の道

路管理者が情報の追加・更新・解除の処理を地図

紙面上で行うことが余儀なくされてきた。

そこで，GIS 技術を活用して，デジタル道路地

図（DRM）上の絶対的な位置（座標）として道

路通行障害情報を登録・管理することが可能なソ

フト開発を行うととも

に，情報の項目・内容

等は各道路管理者の情

報項目を網羅し，各種

様式に対応可能とする

ことにより，東北地方

を対象として道路通行

障害情報の一元化を実

現している。

さらに，国土交通省

・秋田県・福島県・日

本道路公団では，独自

に道路通行障害情報を

取り扱うシステムが確

立していることから，

位置情報や内容・項目

を変換して自動的に

「道路情報共有システ

ム」へ取り込むインタ

ーフェース機能を搭載

し，担当者の二重入力

作業の回避に努めた。

� 共有するための

ソフト開発

開発したソフトは，

デジタル道路地図

（DRM）を基盤とし
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て，東北地方の各道路管理者が共有する道路情報

の登録（報告）や閲覧を容易に行えるシステムと

した。

このシステムは，情報の登録・修正・削除およ

び内容の閲覧が容易に画面上で行えるものであ

る。

� 広域ネットワークによる共有化

従来は電話回線を代表的な通信手段として用い

てきたが，特に大規模な災害時等において大量の

情報を相互通信する場合，通信量が多くて通話で

きない状況等が懸念されている。

このため，「道路情報共有システム」の運用

は，高速かつ安定した情報伝達が可能な，道路管

理用の光ファイバ専用線を情報ネットワークとし

て活用する。

ただし，光ファイバ専用線整備が計画中または

未整備の道路管理者については，インターネット

回線による運用とする。

また，通信回線は，万一の場合を想定し，光フ

ァイバ専用線とインターネット回線による二重化

として通信経路を確保している。

４． 道路情報共有システムの導入効果

電子化した道路通行障害情報を管理者間相互に

連絡することで，位置情報の精度が向上するとと

もに，更新作業等の大幅な削減が図られることに

なる。特に情報が錯綜する大規模な災害時におい

て，東北地方の広域的・狭域的な通行障害情報を

迅速かつ正確に把握することが可能となり，「道

路情報共有システム」は，道路管理業務の省力化・

効率化に大きく貢献するものと考えられる。

さらに，「道路情報共有システム」で一元的に

集約・管理された東北地方の道路通行障害情報

は，発生事象から道路情報板の表示内容を自動的

にガイダンスするシステムや通行規制個所の迂回

路を自動的に検索するシステムなど，各種アプリ

ケーションに有効活用され，連携システムの基礎

となることが期待される。

このような道路管理の高度化・効率化の取り組

みにより，迅速な迂回路の設定など道路利用者に

対するサービス向上についても大きく寄与できる

ものと考えられる。

５． おわりに

今回開発した「道路情報共有システム」は，国

土交通省東北地方整備局と自治体（青森県，岩手

県，宮城県，秋田県，山形県，福島県，仙台市）

および日本道路公団東北支社とが協力や連携を図

り，ソフト開発や情報ネットワークの整備などを

図ることにより，初めて運用が実現したものであ

る。

国土交通省東北地方整備局で

は，今後も「道路情報共有システ

ム」等の ITS技術の積極的な活

用と利活用の向上を図り，東北地

方の道路管理のさらなる高度化・

効率化を推進してゆくものであ

る。

また，今回の道路情報共有シス

テムは，道路管理者間の情報共有

を目的として運用を実施している

が，今後，情報提供等について検

討を行い，道路利用者へのサービ

ス水準向上を図っていきたい。
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